
　

　

・氏と名を完全に表示したもの

・氏だけを表示したもの

・名だけを表示したもの

・一辺が8ミリの正方形に収まらず、25ミリの正方形に収まるもの

登録できない印鑑

・すでに別の人が登録印としているもの、又は印影が似ているもの

・住民票に記載されている氏名（氏・名・氏名の一部組み合わせ）表していないもの

・職業・資格・その他氏名以外の事項を表しているもの

・ゴム印、シャチハタ印など、変質する材質を使用したもの

・印影を鮮明に表しにくいもの

・流し込み機械彫り、その他によって大量生産されたもの（三文判等）

あなたの印鑑を確認してみましょう

印影が変化する恐れがあるため

欠けているものは登録できません！！

大量生産されているものは
登録できません！！

＊　登録印鑑　＊

登録できる印鑑

確認用


